
【問合わせ】	 ◇調査内容や調査票の記入方法など
	 　国勢調査コールセンター　☎０５７０-０７-２０２０（８時～２１時）
	 ◇上記以外の問合わせ　国勢調査半田市実施本部　☎８４-０５２5
	 （9月14日（月）～10月20日（火）の9時～20時）

　全国一斉に国勢調査を実施するため、調査員がみなさんのお宅に訪問します。国勢調査の調
査結果は、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役
立てられます。

　調査員がみなさんのお宅に調査書類をお配りします。9月14日㊊
	 ～20日㊐

10月1日㊍
	 ～7日㊌

　１０月７日までに回答をお願いします。
インターネット回答が完了すれば、紙の調査票の記入は必要ありません。
調査員による回収を希望される場合は、記入していただいた紙の調査票を
調査員が回収に伺います（返信用封筒に入れ、郵送提出することもできます）。

個人情報は厳格に保護されます
国勢調査をよそおった
「かたり調査」にご注意ください !!

◇調査員は、統計法により個人情報を保護するた
めの厳格な守秘義務が課せられています。
◇調査票の内容は、統計の作成以外に使用するこ
とはありません。
◇調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、
集計完了後は、完全に溶かして再生紙として使
用します。

◇調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務
員です。調査員がみなさんのお宅を訪問する際は、
「国勢調査員証」と「腕章」を身につけていますの
でご確認ください。
◇国勢調査員をよそおった不審な訪問者や、不審な電
話などにご注意ください。不審に思った際には、実
施本部または、コールセンターにお知らせください。

※国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書類の配布や
調査票の受け取りを、できる限りみなさまと調査員が対面しない非接触の方法で行
います。

※統計法では、正確な統計を作成するため、みなさんには調査票を記入して提出する
義務（報告義務）が定められています。

調査期間	 9月中旬～１０月上旬
調査対象	 10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯（外国人を含む）
調査方法	 回答は、インターネット（スマートフォンからでも可能）で行います。インターネットで

の回答が難しい場合は、紙の調査票を郵送または調査員に渡していただく方法で行う
こともできます。調査員がインターネット回答用の IDと紙の調査票が入った調査書類
をお配りします。また、調査書類をお配りする際に、調査員が「世帯主または代表者
の氏名」と「ふだん何人住んでいるか（男女別）」をお尋ねします。

回答には、簡単
便利なインター
ネット回答を！

PICK UP 情報❸
市民のみなさんにお知らせしたい情報を拡大して掲載しています。
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